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日本における外国人受け入れと子どもの教育 
－ブラジル人の場合を中心に－

江　原　裕　美

はじめに　－

　明治維新の開始した年に「元年者」と呼ばれるハワイへの出稼ぎ移民が

日本を後にした。維新早々の日本へは、欧米人と共に中国人が、そして

1876年の日朝修好条規以降、1880年代からは朝鮮の人々が渡ってくるよ

うになった。明治から昭和にかけ、アメリカ、ペルーやブラジルへ、満州

へと国民を送り出す一方、中国および特に朝鮮から労働者を徴用してきた

日本の近代化は、移民、外国人労働者 1など人の国際移動と深く関わって

いる。これらの人々の動向と共に、様々な範疇の国際教育的分野が生まれ

てきた（表 1）。それらは、日本と諸外国が接する前線であり、その展開は

今日の日本に「国際化」と「国家像」について再考を迫る問題となりつつあ

る。

一、日本をめぐる「移民」と教育－「外国人子女教育」の位置づけ

　日本は、明治維新に始まる近代国家形成の途上において、貧窮した人

口を排出するとともに経済圏の拡大を求めて、北米からアジア各国に進出

し、さらに南米にも移民を送出してきた歴史を持つ。日本は欧米をモデ

ルに仰ぎ見つつ日本内部の経済矛盾を外への膨張によって解決しようと

した。その「植民主義」は、多数の移民をハワイ、北米、ブラジル、朝鮮、

満州へと送出しながら、自国においては外国人労働者の流入を制限する政

策であった。1930年代以降、戦争に向けて一転して多数の朝鮮人労働者

を徴集した日本は、戦後かれらを在日外国人として抱えつつ、自国内の労

働者で高度経済成長を乗り切った。しかし、経済グローバル化とともに労

働力は逼迫して、外国人労働力移入の問題に直面することになる。これら
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の動きは外への流れと内への流れとして別の事象のように見えるが、日本

が近代化を目指すうえでの同じ経済社会発展プロセスの両側面として、教

育の国際化の観点から考察してみたい。

　このような、短期滞在や旅行者でない、移民や外国人労働者といった人

の流れがもたらす教育課題はその特徴によって、国際化という観点から次

のように時代区分できる（表 1）。

　1868～ 1930　膨張的植民主義期

 圧倒的に出移民が多い、日本への入国は少数

 主たるテーマ→在外子弟教育、移殖民教育、臣民教育

　1931～ 1945　戦時体制期

 満州への国策移民が最高潮、朝鮮人労働者を多数徴用

 主たるテーマ→同上、ただし、より一層国粋主義的となる

　1945～ 1989　対外経済進出・「戦後体制」期

 移民送出の停止、高度経済成長、企業の直接海外投資、在外子女の増加

 主たるテーマ→海外子女・帰国子女教育、国際理解教育

　1990～現在　グローバル経済と「ポスト戦後体制」期

 定住外国人が急増かつ多様化、外国人の集住、社会統合

 主たるテーマ→外国人子女教育、国際理解教育、多文化（共生）教育、

市民性教育
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表１　日本における教育の国際的課題・分野の変遷
1868～ 1930 1930～ 1945 1945～ 1969 1970～ 1989     1990～

政治と
経済

近代的制度の導入と帝国主義的拡張
農村問題

戦後復興から高度経済成長
日本企業の海外進出　バブル経済　グローバル文化への対応
　　　　　　　　　　労働力不足　入管法の改正
　　　　　　　　　　　　　　　　外国人人口の増加加速

出移民

「元年者」
個人渡航（「からゆきさん」）
　　北米
　1900まで 　1901～ 1920

 　35万人　　　29万人
　　　　　　南米（ブラジル）
　　　　　　1908～ 1945　　24万人
　　　　　　　　　　　　満州
　　　　　　　　　　　　1931～ 1945

　　　　　　　　　　　　　27万人

　 北米
  1946～ 1969 ･････
　 米国 8.3万人
　 カナダ 0.4万人
　　　　　南米
　　　　1951～ 1970年代半ば
　1951　ブラジル 5.6万人
　  ～　  パラグアイ 0.8万人
　1969　アルゼンチン 0.2万人

入移民

･････中国･････
     1910年代  1万人台
                   ･････朝鮮･････
          1910年代          1930

            1万人台            30万人

（日本人引揚者 630万人）
                                 ･････中国引揚者･････
･････在日韓国・朝鮮人として永住･････ 2006年 59.9万人
                                                     新来外国人の流入・定住の増加
                                                                 中国 56万人
                                                                 ブラジル 31.3万人
                                               2006年     フィリピン 19.3万人
                                                                 ペルー 5.9万人

教育の
国際的
課題･
分野

臣民教育
移植民教育
在外子弟教育

軍国主義教育 民主主義教育
平和教育

海外（帰国）子女教育
国際理解教育
･････教育の国際化･･･････････････････
                      外国人子女教育
                      多文化（共生）教育
                      市民性教育
                      国際教育協力

出典：押本 1979、山脇 1993等を参考に筆者作成

膨張的植民主義期から戦時体制へ

　開国したばかりの日本は封建的幕藩体制から西欧的中央集権国家への脱

皮を図った。明治前期、農村では地租改正、通貨の改革などを経て多くの

自作農が没落し、小作農に転落するなど貧窮にあえいでおり、数々の一揆

も生じていた。このような人々の中から「からゆきさん」として個人的な

（

（

（膨張的植民主義） （戦時体制） （戦後体制） （ポスト戦後体制）

（（

（
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ルートで海外に出稼ぎに行く人々が出現する。政府は欧米諸国との不平等

条約の改正を目指す一方で、1871年日清修好条規、1876年には日朝修好

条規をはじめ、台湾出兵、琉球処分、と勢力を拡大する。この動きに合わ

せるように「東南アジア」「南洋」に向けて日本人が生活の場を求めて出て

行った。出移民の拡大傾向は第二次大戦まで続くことになる。

　アメリカ方面に関してはハワイ、ペルー、アメリカ、カナダ、ブラジル

などに向け移民会社を通じて多くの移民が日本を後にした。その波はまず

北米に向けて 1900年までに 135,067人に達しており、さらに 1901年から

の 1920年までをピークに 30年間で 269,832人に上った。しかしアメリカ

で 1907年、日米紳士協定により移民制限が始まると、移民の潮流は次第

にブラジル、中南米に向かう。中南米への移民は 1921年からの 20年間が

ピークで合計 181,458人、1908年から 1945年までの 37年間で 244,172人

が移住した。中南米移民が排日運動と満州事変の影響で受け入れ数を減ら

したのに代わって、多数の移民を受け入れたのが満州である。1931年か

ら 1945年終戦までの短期間 15年に 270,007人を受け入れた 2。

　他方、入移民についてみると日本人の朝鮮半島進出、続く韓国併合で土

地を追われた朝鮮人が 1880年代から次々に来日するようになる。また中

国人は開国当初から欧米人の使用人などとして少数ながら来日していた。

1910年代、これらの人々は共に 1万数千人が日本に滞在していた（年表 1）3。

しかし、その規模は海外への移民と比べると極めて少ない。日本側では農

村の過剰人口を抱え、都市での下層民の商売水準をふまえれば、中国人と

は競争できないとして入国を抑制していた。他方強引に併合し「日本人」

にさせた朝鮮半島人に対してはその行動を制限しなかった。

　その後、戦時体制になると様相は一変する。多数の朝鮮人が流入ないし

徴用され、日本国内に 200万人超の朝鮮人人口を抱えるまでになる 4。
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年表１　「移民」と教育　戦前
年 出来事 年 教育

膨
張
的
植
民
主
義

1868 ハワイに 150名（元年者）。
1876 日朝修好条規

1877 釜山に日本人教育機関設立
1880 上海に日本人教育機関設立

1885 ハワイへ第 1回官約移民
1894 日清戦争起こる
1899 内地雑居始まる
1904 日露戦争
1905 ポーツマス条約 1905 在外指定校の法的整備
1906 南満州鉄道設立 1906 大連・旅順に日本人小学校設立
1907 アメリカへの日本人移住を制限
1908 ブラジルに第 1回移民
1910 日韓併合、大逆事件 1911 朝鮮教育令公布

1912 シンガポール日本人学校設立
1917 在留朝鮮人数　14,502人 1917 マニラ日本人学校設立

1918 在留中国人数　12,139人 1919
トラック島・サイパン島、バン
ドンに日本人小学校、入学転学
に関する法的整備

1923 関東大震災　朝鮮人虐殺事件 1922 下中弥三郎らの「国際教化運動」
1924 アメリカ排日移民法施行

1868～ 1930年の移民合計 612,314人

戦
時
体
制

1931 満州事変

1931 在留朝鮮人数 30万人
在留中国人数 1.9 万人

1932 上海事変／第 1回満州開拓移民
1933 国際連盟脱退 1938 ブラジルで日本語学校閉鎖
1934 ブラジルで移民二分制限法公布 1939 台湾日本人小学校数 147校
1938 国家総動員法

1939 朝鮮人労働者の戦時動員始まる（1945年には200万人超が在留）
1941 第二次世界大戦始まる 1940 朝鮮日本人小学校数 520校

日本国内在住朝鮮人数200万人超へ 1943 満州日本人小学校数 682校
1931～ 1945年の移民合計 401,452人

出典： 山脇 1993、西村 1980、押本 1979、海外子女教育振興財団 1980そ
の他より作成。

 太字は入移民関係

戦前の国際的局面における教育　海外の日本人と国内の外国人

　戦前の日本は、被植民地化回避のため近代国家形成を急いでおり、その

理念は天皇家を総本家とする「家族国家」であった 5。教育の核心は天皇の

赤子としての国民を育てる「臣民教育」であった 6。海外日本人社会では、
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可能な限り日本の学校に準じた教育が行われた。移民たちは日本人会を作

り、「日本人学校」を運営した。「在外指定学校」に指定されると教員の派遣

や内地からの転勤扱いの便宜を図ってもらうこともできた。強力な同一化

の力は海外にも及び、海外の移民社会においても「臣民教育」の実現が求

められた。土地の住民にもそれは可能な限りおよぼされた 7。

　国内においては、国民のキリスト教化を恐れる明治政府は、1902年の「私

立学校令」以降、英米人などの外国人の教育を行う私立学校において日本

人を教育することを実質的に禁じた 8。朝鮮人の処遇については、「内鮮一

体」「一視同仁」と言われた。しかし実際には朝鮮人労働者は日本人労働者

と差別され、苦境の中で暮らしており、民族のことばや名前、文化は奪い

去られたのであった。

　この時期に、「思想の相互理解」によって「人種的反感」を克服できるとし

て「教育の国際化運動」を唱える人々も存在した。下中弥三郎は、外国人労

働者や移民が国際的な問題となっている件について、国際労働会議よりも

根本的な問題として「教化不同」すなわち教育水準の違いを解決すべきと説

いている 9。彼は、また韓国、中国での排日運動に民主主義の覚醒を見て、

それを支持し「国際教化運動」を提唱した 10。初期の「国際教育」提唱者が各

国在住の外国人問題に注目したことは記憶されても良いであろう。

　日本の学校では、運動会には万国旗を飾り、世界各国の存在を学んでい

たはずである。しかし帝国主義の国際的潮流の中、ナショナリズムに鼓舞

されて人々は戦争に勝つ祖国を誇らしく思い、外国とは植民地支配の対象

や競争相手として意識されていたに過ぎなかったように見える。関東大震

災の時にデマにより、多くの朝鮮人中国人が虐殺された事件はそれを示す

心痛む事例であった。日本と外国が接触する局面において、日本国民に対

する「在外子弟教育」「移植民教育」はあったが、外国人への教育は同化か、

さもなくば国民教育制度外のことと見なされ、「国際教育」の理念も根づく

ことはできなかった。教育とは「日本国民」を育成すること以外には考え

られない時代であったといえる。
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戦後の日本経済と対外関係における教育　

　第二次大戦の敗北により、日本は植民地・占領地域を放棄し、630万人 11

もの日本人が国内に引き揚げた。経済が破壊され尽くした日本の戦後復興

に大きく寄与したのは、朝鮮戦争の特需であった。1960年代には高度経

済成長が始まり、ベトナム戦争の需要がその後押しをした。日本は 1970

年代には GNPで世界第三位にまで到達する。

　日本企業が戦後の海外進出を開始したのは 1950年、海運、商社、銀行

等が先駆けであった。1950年代後半からは「経済協力」がインドネシア、

フィリピン、南ベトナムなどへと供与され、これをきっかけにしてアジア

との貿易が増加した。資源開発投資を筆頭に、商社資本、製造業の海外投

資が相次いで開始された。60年代前半までに日本は重化学工業化に成功

し、「輸出大国」へと変貌を遂げる。60年代後半には、対外直接投資が自由

化され、日本企業の本格的な海外進出が始まる。投資は東南アジアを中心

に展開され、70年代前半にはタイ、韓国、インドネシア、フィリピンで

投資国の 1位にのし上がった。しかし集中的な進出がなされたところでは、

日本企業の看板やネオン・サインがあふれ、日本製（現地組み立て）の商

品が大量に出回り、また日本人駐在員が集住して、消費的娯楽的文化を持

ち込んだ。このような日系企業活動に対しては、72年のタイで日貨排斥

運動、74年の田中角栄首相の東南アジア歴訪における抗議行動など、激

しい反日運動が起こることになる。

　この時期、いわゆる「石油ショック」、続く 1974年から 75年にかけての

世界的不況、発展途上国 77ヶ国が提起した「新世界経済秩序」など資本進

出に対する規制の動きも出て、日本企業の海外投資額は停滞する。しかし、

大企業の投資はむしろ拡大し、「企業内世界分業」とも呼べるような多国籍

化に向けての編成が行われ、1980年代以降の日本企業のグローバル化へ

の布石となった。1985年に日本は最大の債権国となり、プラザ合意での

円高への是正につながっていき、ここに外国からの出稼ぎの下地ができた

といえる。（年表 2）
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年表２　「移民」と教育　戦後
年 出来事 年 教育

対
外
経
済
進
出
／「
戦
後
体
制
」

1945 敗戦、外地から 630万人引き揚げ
1947 外国人登録令 1948 朝鮮人学校が公立学校に
1949 海外移住促進運動始まる
1952 サンフランシスコ平和条約 1952 旧植民地出身者は外国籍に
1952 戦後最初のブラジル移民 1953 台北日本人学校（非公式）

1955 公立朝鮮人学校が廃校に
1956 バンコク日本人学校（公式）
1965 学芸大附属中学に帰国子女学級
1971 海外子女教育振興財団設立
1971 海外日本人学校教職員に傷病給付

金支援開始
1975 ベトナム難民来日 1975 海外子女教育懇談会

1978 東京学芸大学海外子女教育センター
1980's「国際化」の議論高まる 1984 臨時教育審議会 (1987まで )
1985 日本、最大の債権国へ。

プラザ合意、円高へ
（1ドル 260円から 120円へ）。

1986 サンパウロに日系人斡旋会社。
1988 外国人登録者数南米出身者合計

6,082人
1989年の在外子女数 47,118人

グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
／「
ポ
ス
ト
戦
後
体
制
」

1990 入国管理法改正
／「特別永住者」「日本人の配
偶者等」など在留資格の整備

1991 人手不足で群馬県東毛地区雇用
安定協議会設立

1992 外国人登録者数南米出身者合計
185,704人

1995 ペルー政府公認通信教育開始
1999 バブル崩壊で人手不足解消

2000 コレジオ・サル・エ・ルース開校
2001 外国人集住都市会議 2001 日本語教育必要な外国人子女

19,250人
2001 外国人集住都市公開首長会議

（浜松）以降毎年開催
2002 規制緩和の答申に大学入学資格の

開放盛り込まれる
2003 外国人学校に大学入学資格
2005 統括団体加入のブラジル人学校77校
2006 外国人集住都市会議　東京

／よっかいち宣言
2006年末の外国人登録者数

2,084,919人
出典： 山脇 1993、西村 1980、押本 1979、海外子女教育振興財団 1980その

他より作成。
 太字は入移民関係
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海外子女教育と学校

　このような日本企業の海外進出と不即不離に発展してきたのが、「海外

子女教育」「帰国子女教育」である。進出企業の駐在員は当初単身赴任が一

般的であった。しかし、企業としても駐在員の生活安定の必要性から、家

族帯同の方針へと次第に変わっていき、子女の教育問題が必然的に浮かび

上がったのである。戦後初の公式な日本人学校は 1956年にタイのバンコ

クに設置され、日本企業の活動拡大に合わせて世界中に拡大し、1970年

には 39校を数えた。その後在外子女数はコンスタントに増加し、1985年

には 38,011人（義務教育段階）となった 12。海外赴任先での子女の教育の

整備、帰国後の受け入れへの要望が高まり、政府もこれに迅速に対応し

た。1971年には企業関係者を主とする「海外子女教育振興財団」が作られ

た。1984年から設けられた臨教審は帰国子女を含めた新国際学校を提案

するなど、教育の「国際化」を唱えた。海外子女、帰国子女は「国際人」の

卵であり、「教育の国際化」の重要な要素と見なされた。帰国家族の教育相

談、海外子女に対する教科書給付、通信教育、帰国子女受け入れの特別枠

設置など、手厚い支援態勢が作られた。

　しかし、その一方で、70年代に次々帰国した中国引き揚げ者への処遇

は大きな注意を払われず、日本の生活への適応や教育の支援はボランティ

アの活動に頼る有様であった。その後中国引き揚げ者の生活に関しては、

2000年頃から日本政府に対する請願運動や集団訴訟がなされ、2007年 9月

になって国民年金の満額支給やその他の支援策でようやく和解が成立した。

　1980年代を中心に叫ばれた「教育の国際化」は、華やかな海外駐在者の

エリート養成といった皮相的な理解にとどまり、自らの内なる在日韓国・

朝鮮人の問題と結びつけて論じられることは少なかった。日本の学校文化

の画一性や同調への圧力は強く、帰国子女たちですらその異質性を標的に

され、「異文化はがし」ないし「削り取り型」教育の洗礼を受けなければなら

なかった。しかし、彼らの存在は、異文化を学校に持ち込み、その存在を

意識せしめたという点で、国際化への「一歩」ではあった。とはいえ、「海

外子女教育」「帰国子女教育」は周辺的な、または制度の外部の問題として
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扱われ、日本の学校教育それ自体に変革を迫るまでには至っていないよう

に思われる。

「外国人子女教育」問題のインパクト

　戦後日本に残留した多数の在日韓国・朝鮮人に対しては、生活、教育、

就業などにおける差別待遇が存続した。彼らは 1990年の出入国管理及び

難民認定法で「特別永住者」という在留資格を設けることでようやく法的

地位が定められた 13。朝鮮が南と北でイデオロギーの異なる分断国家と

なって対立していることは学校の位置づけに関して困難な問題をもたらし

た。民族学校が「各種学校」として認められたのが 1960年代末、その後、

各種スポーツ大会への参加が実現し、公私立大学受験への門戸が開かれ、

修了者が大検や日本の高校への在籍を経ずして国立大学の受験ができるこ

とになったのはようやく 2003年であった。

　他方 1990年の上記法律の改正により日系人としての身分に基づく在留

資格が新設された。バブル景気を背景に労働力が不足し、1985年ころか

ら数は多くないが南米などから日系一世が日本に一時帰国し働き始めてい

た。彼らの経済的成功の様子は本国の同胞達の耳目を集めることになる。

新設された在留資格には就労の制限がなく、出稼ぎに来る南米からの日系

人が急増した。子どもの数も増えた結果、日本語がわからない生徒が日本

の初中等学校に就学するようになったが、そうした子どもを多数迎えるの

は日本の社会と学校にとって初めての経験であった。

　日本語指導、適応支援のあり方、補助員の確保、日本語教材の開発、進路

の保障など、日本の公立学校は、ほとんどすべて経験のない事柄に取り組ま

なければならなくなった。幼稚園から高校まで、その就学保障が課題となり、

外国人が集中する地域では、学級レベル、学校レベルを超え、自治体として

取り組む問題となった。これにより、外国人集住都市会議が開かれるなど、

外国人子女教育における地方自治体の役割もクローズアップされた 14。

　以下では、目下教育関係者の関心の高い外国人子女教育の問題点を整理

して、日本の国際的教育経験におけるその意味を考えてみたい。
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二、日本における外国人と教育問題の意味
1．定住外国人の増大と多様化

　2006年末現在の日本における外国人登録者総数は 188ヶ国から 208万

4,919人、日本の総人口に占める割合は 1.63％で過去最高となっている。

過去一貫して増加を続けており、10年前と比べて 47.3％の増加、1979年

を 1とすると 2.69となっている 15。

　国籍（出身地）別に見ると、韓国・朝鮮が 59万 8,219人で全体の 28.7％、

次いで中国 56万 741人で 26.9％、ブラジル 31万 2,979人で 15.0％、フィ

リピン 19万 3,488人 9.3％、ペルー 5万 8,721人 2.8％、米国 5万 1,321人 2.5％

となっている。表2に示されるように、特にブラジル人の増加が注目される。

なかでも 0－ 19歳の各年齢層の人口増加は著しい。

表2　外国人登録者数の変化
年版 調査時点 総数 韓国・朝鮮 ブラジル 0-4歳 5-9歳 10-14歳 15-19歳
昭和 39
（1959） 1964年 4月 659,701 578,572 273 48 30 22 27

昭和 49
(1974) 1974年 4月 794,094 638,806 1,506 152 321 244 70

昭和 60
(1985) 1984年 12月 840,885 687,135 1,953 101 107 167 200

昭和 62
(1987) 1986年 12月 867,237 677,959 2,135 69 85 95 153

平成 1
(1989) 1988年 12月 941,005 677,140 4,159 84 107 91 296

平成 3
(1991) 1990年 12月 1,075,317 687,940 56,429 1,187 806 689 4,804

平成 5
(1993) 1992年 12月 1,281,644 688,144 147,803 5,082 4,075 3,169 12,997

平成 7
(1995) 1994年 12月 1,354,011 676,793 159,619 5,666 4,931 3,726 12,409

平成 9
(1997) 1996年 12月 1,415,136 657,159 201,795 9,226 6,916 5,963 16,310

平成 11
(1999） 1998年 12月 1,512,116 638,828 222,217 14,380 8,948 8,619 17,517

平成 13
(2001) 2000年 12月 1,686,444 635,269 254,394 17,368 11,005 10,210 18,215

平成 15
(2003) 2002年 12月 1,851,758 625,422 268,332 17,264 13,643 9,967 16,106

平成 17
(2005) 2004年 12月 1,973,747 607,419 286,557 16,878 16,010 10,137 17,312

平成 19
(2007) 2006年 12月 2,084,919 598,219 312,979 18,237 18,611 12,876 17,340

出典：『在留外国人統計』各年より。



帝京大学外国語外国文学論集　第 14 号

─ 28 ─

　住所は全国に散らばっているが、特に東京に 36万人と最も多く、以下

大阪府 21万人、愛知県 15万 7,000人、神奈川県 13万 8,000人と続き、10

都道府県に約 70％が住んでいる。外国人登録者数の国籍を都道府県別に

見ると、静岡県、愛知県、岐阜県ではブラジル人が突出しており、大阪府、

京都府、兵庫県には韓国・朝鮮籍を持つ人々が多い（表 3）。

表３　日本における在住外国人グループ
国籍・出身地 主たる来日時期 合計人数 5～ 14歳人口 上位３位居住県
韓国・朝鮮 1930～ 40年代 598,219 35,558 大阪、東京、兵庫
中国 1970年代以降 560,741 22,932 東京、大阪、神奈川
ブラジル 1990年代以降 312,979 31,487 愛知、静岡、三重
フィリピン 1990年代以降 193,488 7,507 東京、愛知、神奈川
ペルー 1990年代以降 58,721 7,331 神奈川、愛知、静岡
米国 変動少なし 51,321 3,140 東京、神奈川、大阪
その他 309,450 20,372

出典：『平成 19年度在留外国人統計』より作成

　日本の住民が急速に多様化していることは明らかであるが、他にこの数

値に表れない多様化状況がある。厚生省の人口動態統計によれば、夫婦の

どちらかが外国人である国際結婚は増加傾向にあり、平成 17年（2005年）、

総婚姻件数 71万 4,265件中 41,481件で 5.8％であり、最もその率が高い

東京都では 9.2％に達している 16。これは都市部に限った現象ではなく、

トップ 10には山梨県、長野県、群馬県、岐阜県、静岡県が入り、全て 7％

を超えている。その結果、父母のどちらかが外国人である新生児の数も増

加しつつある。国際結婚で出産した夫婦をみると、夫が日本人で妻が外国

人であるカップルが 78％を占めている。2002年度では、総出生数 115万

855人のうち、22,251人であり、1.9％を占めている 17。なお、父母どち

らかの国籍が韓国・朝鮮であるもの 28.4％、中国であるもの 18.9％、フィ

リピンであるもの 21.0％で、この三者でおよそ 68％を占めている。ブラ

ジルは 2.7％であった。日本では二重国籍は認められていないが、22歳ま

ではどちらかを選択する必要はないため、とりあえずはこれらの子ども達
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は日本国籍を取得し、外国人登録をしないことが多いと考えられる。その

場合、これらの子ども達は外国人統計には表れてこない。さらに、超過滞

在で日本に暮らす外国人が 22万人と推定されている 18が、こちらも統計

には表れない。

　このように外国人は国籍のみならずその在留資格や、結婚、労働等の条

件等によって多様な状況下で暮らしているが、そこにはどのような教育課

題があるのだろうか。以下、新来外国人の中でもブラジル人を例として取

り上げる。

　

2．ブラジル人労働者の就労・生活と教育

　日本社会に定住し生活の基盤を築いている在日韓国・朝鮮人、日本へ永

住帰国した中国引き揚げ者とその家族、国際結婚して日本に居住する家族

等については、将来的な永住傾向がはっきりしていることが多いようであ

る。これに対し、ブラジル人の場合は、永住を決めている割合は二割弱と

意外に少ない 19。また、一度帰国したのが再来日する例も少なくないなど、

トランスナショナルな生き方をしているケースも多く、移民の直面する問

題がより一層顕在化していることからここではブラジル人を取り上げる。

　梶田・丹野・樋口によれば、ブラジル人は、日本の外国人政策不在のも

と、その就労自由な特権的立場を労働市場に利用され、ジャストインタイ

ムで供給される便利な労働力として動員される存在となった 20。子どもの

教育は、親の生産活動の「従属変数」、即ち親の仕事の変化に伴って移動

などを強いられ、多くの問題が産み出されるという。

　日系人にとってはブラジル出国、日本での受け入れ、どちらの面でも出

稼ぎへの敷居は低く、予備知識や周到な準備がなくとも比較的容易に日本

での就労が可能である。実際、サンパウロの東洋人街のあたりでは、常に

日本への出稼ぎを誘うチラシが配られている。本人が行く気になりさえす

れば、日本に親戚知人がいなくとも、斡旋業者の手によって、簡単に出稼

ぎに行くことができる。日本に行くための事前知識を得る場や、公的な情

報はごく限られている。日本の出先機関で開いている日本語教室はただ一
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つであり、公的なものとしては最近ようやく日本語学校の統轄機関である

日本語普及センターが日本語速成講座設置を計画する段階になったのみで

ある 21。

　予備知識も少なくブラジルを発ち、来日してからはかなりの部分が派遣

会社での仕事となる。雇用は企業の都合に合わせて提供され、組合や社会

保険の後ろ盾もなく不安定なものである。また稼ぐことを目的としている

ため、少しでも給料の良いところに移動していく。ブラジル人労働者の多

くは、派遣会社に生活を丸ごと世話してもらいながら働いており、彼らを

用いる企業にとって安く、責任不要で、使いやすい労働力となっている。

　彼らが就く仕事は厳しい労働条件で日本人労働者がなかなか確保できな

い職場であることが多い。貯金額を増やすため、残業はできるだけ多くす

る。朝早くから夜遅くまでの長時間労働や、夜間勤務など、家族と接触す

る時間が少ない。仕事の内容は派遣業者の配分に従って次々と変わり、技

能が蓄積されることがなく、従って昇級の幅も小さい。重要な仕事を任さ

れず、不況になれば真っ先に解雇される。帰国の予定が定まらず、社会保

障の保護もなく、将来の見通しが持ちにくい不安定な身分であり、病気や

怪我、事故などに対して脆弱であるほか、永住となったときに老後の生活

をどうするのか、といった問題が未解決である。このような中途半端な状

態は子どもの教育にマイナスの影響を与える。すでに子どもが非行化した

り、就学年齢なのに就労したりという例が出ている。このままの状態が続

けば、社会の底辺に固定化された集団への道を辿りかねないことが危惧さ

れる。

　国の入国管理政策としては高度な技能を持つ人材を求める一方、単純労

働を行う外国人は入国を制限している。しかし、実際は特に新来の外国人

は単純労働、しかも上記のような非常に不安定な就業状態が多い。アメリ

カやカナダなどのような移民国家ではない日本では、外国人労働者が国民

になることは想定されておらず、外国人の社会統合政策はこれまで作られ

てこなかった。また、彼らの労働は企業にとって必須のものとなっている

にもかかわらず、単純労働であることやコントロールされた形でない働き
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方などから企業側の日系人労働への評価は必ずしも高くなく、日本で得に

くい「技能者」を受け入れることに熱心である。また企業から見れば外国

人は就労・在留管理の対象であり、一定期間後帰国することを前提とした

仕組みを作ることを望んでいる 22。

　しかし、既に現実として彼らは地域社会の中で生活している。異文化の、

常に流動する将来に不安を抱えた多数の住民を、地域社会の中に組み入れ

ていくことが重要な課題となっている。外国人が多く暮らす地方自治体は

この問題を深刻に捉え始めており、外国人都市集住会議はそうした自治体

が結束した例である。外国人を便利な労働力としてだけでなく、一人一人

の人間として日本社会の中で生きていく存在と考えたときに、どのような

政策が必要なのか、教育は、これらの住民の人権の確保と長期的な統合に

向けた重要な鍵となる問題である。同時にこの問題は、明治以来の移民や

海外子女、外国人の流出入を日本の教育制度に位置づけ直すことであり、

国家像の再検討に繋がり得る意味を持つ。

三、ブラジル人の子どもと教育問題の実際

　一般に外国人の子どもの教育機会として以下のようなケースが考えられ

る。

　1．不就学

　2．通信教育

　3．日本の公私立学校

　4．認可されていない「外国人学校」

　5．認可された「外国人学校」

　日本では現在、外国人の子どもの正確な就学状況はわかっていない。

1997年、2001年、2005年の外国人子女の就学人数（日本の学校および日

本政府に認可された外国人学校への就学者数合計）を在留外国人統計の 5

歳から 14歳の年齢人口と比較してみると、その差が 1997年には 1万人程

度であったのが、2005年には 3万 6千人となっている 23。その差とは、統

計に表れない未認可の外国人学校就学者と通信教育受講者、不就学者の
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合計に近いと思われる。2005年 9月時点のブラジル学校協議会に加入し

ている 77校中、人数のわかった 66校の合計生徒数が 8,373人であった 24。

通信教育はペルー人の間では利用されているが、学齢児童の母数自体が小

さい（2006年で 7,000人台）。これらに加え協議会に入っていないブラジ

ル人学校や、ブラジル人以外の外国人学校の在学者がいることを見込んで

も、3万 6千人の中には不就学者がかなりの程度含まれているのではない

かと考えられる。年々、学校制度に包含されない子どもの数が拡大してい

ることは大きな問題である。

　不就学の子ども、公立学校に通う子ども、また外国人学校に通う子ども、

それぞれどのような問題に直面しているのだろうか。それぞれに付随する

問題を取り上げる。

1．不就学の子どもたち

　不就学の問題は 90年代後半から顕在化してきた。その内実は、未就学

者、中途退学者、転居者などさまざまで、実数を掴むのが難しい現実が

ある。2002年の長野県の全国籍の外国人に対する調査では 21％、群馬県

大泉町の聞き取り調査ではブラジル人の子どもの不就学率は 21％である

ことが明らかとなった 25。2007年 7月に文科省より発表された 1県 11市

で行われた調査では外国人の学齢児童全 9,889人のうち不就学者が 112人

（1.1％）、転居等で連絡先不明の者 1,732人（17.5％）であった 26。しかし、

以前の各種調査で出された数値とかなり差があり、実態は明らかになった

とは言い難い。

　このような不明確さの背景として、外国人の就学は義務でないという法

解釈がある。保護者に通知はするが、就学は希望者のみである。そのため

教育機会の提供という観点から見ると、外国人子女への就学のための積極

的な働きかけが十分ではないようだ。総務省行政評価局が 2003年に発表

した評価では、外国人登録者数が多い 43市において、公立小学校への就

学案内については全外国人保護者に送付しているものの、中学校への就学

案内については全保護者に送付しているのが 19市、公立小学校 6年に在
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籍している子どもの保護者のみ送付しているのが 24市となっていた。さ

らに外国人保護者の使用言語でそれが発給されているのは小学校では 15

市、中学校では 11市にとどまっている 27。さらに、外国人登録者が少な

い市町村での対応はこの水準以下であろう。

　不就学を放置することは、全ての子どもの教育を受ける権利を定めた子

どもの権利条約、社会、経済的、文化的権利の規約に違反するものである。

社会全体にとってもそれは大きな損失であろう。実態を把握する調査が急

がれる。

2．日本の学校に通う子どもたち

　文部科学省の 2006年度調査によると、「日本語指導が必要な外国人児童

生徒」は 22,413人であり、うちポルトガル語を母語とする者が 8,633人で

ある 28。文部科学省は、日本語教育のための教員加配、母語のわかる指導

協力者やコーディネーターの配置、域内小学校への巡回指導、バイリンガ

ルの補助員の派遣、JSLカリキュラム実践支援、国際理解教育の推進、帰

国・外国人児童の教育担当者に向けての教員研修、教材・資料の作成など

も行っている 29。

　しかし、日本語指導が必要な生徒数が 5人未満という学校が学校数では

8割を占め、それらの学校では特別の配慮がされない、また行政の意識に

上らないということも少なくない。他方、支援があったとしても、日本語

指導の問題だけではすまされない問題が生じている。学力の保障、進路の

保障、そして彼らのアイデンティティ形成など、多くの課題を抱えている。

帰国の予定も決まらず、転居も頻繁という彼らの生活条件の中で、どのよ

うな教育をしたらよいのか、または可能なのか、学校の側も悩ましい隘路

に立ち至っている。

　愛知県豊橋市に関しての発表 30によれば、外国人児童生徒は 1989年の

1人から 2006年度 3学期の 1,034名まで急速に増加している。年間 100人

以上が転編入し、日本語教育適応学級設置のために教員の配置がある学校

が小学校で 11校、中学校で 5校であり、100人以上の集中が見られる学
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校がある一方、10人未満の在籍の学校も約 40校ある。同市のブラジル人

生徒の問題状況は以下のように観察されている。

1． 母国からの直接編入、ブラジル人学校からの編入、再来日の生徒など、

生徒の義務教育期間が母国と日本の教育の間で寸断されている。

2． 日本生まれでも日本の幼稚園などを経ずにブラジル人託児所から入学

する子どもがいる。放課後をブラジル人託児所で過ごす者も多い。ブ

ラジル人託児所の場合、長時間保育で親のニーズには適合しているが、

保育施設としての水準には問題も見られる。

3． 在留期間が長い生徒の中にも不適応になるケースがある。

4． ブラジル人学校や日本の小中学校、いずれにも就学しない不就学の生

徒がいる。

5． 生徒指導の厳しさに不適応を起こすケースが多い、学習についていけ

ないための意欲の低さが不適応に繋がることも考えられる。

6． 親の将来設計が経たないため、教育の方針が決められない。

7． 中学生の年齢での就労が見られる。

　学校の側では、適応教室のような支援体制がないという学校に始まり、

適応教室があったとしてもその教員確保、教員の指導力、学習内容の適否、

指導方法、卒クラスの時期など、模索が続いている。

　他方、出稼ぎという家庭環境における子どもの成育の問題がある。教育

の一貫性の途絶、母語環境にいることによる日本社会の中での孤立、反対

に日本語環境に身を置いた場合の母語の喪失、それによる親子の意思疎通

の齟齬などの問題が観察される。滞在が長くなり子どもも高学年となるに

連れ、学習言語としての日本語の壁に直面する例も多く、学業不振、不登

校、中途退学などもありうる。

　義務教育修了後の進路選択も問題である。ほとんどの子どもが高校に進

学する日本人に比べてブラジル人の生徒が高校に進学するのはかなり難し

い。試験においてふりがななどの配慮をしたり、帰国生のような特別枠を

認めるなどの措置がとられてきているが、全ての高校がそのような措置を

しているわけでもなく、通学できる学校範囲も限られる。高校進学をしな
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ければ現在の日本で職業選択の機会も限られてくると考えられる。

　では彼らがブラジルに帰るという選択肢はどうであろうか。筆者らが

行った調査によればブラジルに帰国しての再適応も決して簡単なことでは

ない。年齢が 10歳前後までの子ども達の場合は比較的短期で順応してい

たが、日本で長く生活し、ポルトガル語を話せないような場合、小学校高

学年でもブラジルへの再適応は困難を極めていた 31。日本語が主である子

どもは、家でも学校でもコミュニケーションが十分取れず孤立している。

会話し心を開けるのはかろうじて地域の日本語学校だけ、という子どもの

姿が見られる。そうした子どもの家族には再び日本に向かう例も多いとい

う 32。

3．ブラジル人学校に通う子どもたち

　日本で働くブラジル人の増加に伴い、主に 1990年代後半からブラジル

人学校が続々と設立されてきた。その数は 2007年 4月現在で約 100校と

言われ、ブラジルに帰国する生徒、日本の公立学校で適応できなかった子

どもにとっての受け皿となってきた。そのうち本国の教育課程に準拠して

いるとして、本国から認可された学校が 56校に上るが、そのうち 8校が

閉鎖していたというニュースがあった 33。

　ブラジル人学校とは日本国内で主にブラジル人の子ども、時にスペイン

語を話す南米人の子どもが在籍し、本国ブラジルの教育課程に沿った教育

を行う学校である。本国で公認されている学校であれば、ブラジルに帰国

したときにスムーズに現地の学校に適応できる。またブラジル人学校は、

教育機会のないブラジル人の子どもの将来を憂慮したという個人の発意に

よるものが多いが、本国にある私立学校大手が設けた学校もある。2000

年から、ブラジル政府による認可が与えられるようになり、日本でも近年、

地方自治体が幾つかの学校を認可する例が出てきている。2005年 9月に

ブラジル学校協会が調べた調査によれば、その時点で 77校、人数のわか

る 67校で 8,363人を収容していた 34。

　本国の私立学校が母体の場合は安定した基盤があり、経験豊富な教員
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により本国に近い教育が行われている例もあるが、学校閉鎖のニュースが

あったように多くは経営が苦しく、教職員の確保も安定していない。施設

設備は不足がちで特に体育や芸術の設備が足りず、複式学級を行っている

学校も少なくない。日本人社会との交流範囲は限られている。

　共通して授業料は高く、子どもの転出入が激しい。日本とブラジルの間

を 2年ずつほどで往復するようなケースも多いという。中には教科教育に

力を入れてブラジルの大学に進学する卒業生を出しているところもある

が、多くは下級学年から上級学年になるにつれ人数が減り、就労する生徒

も増えているという状況である。また卒業後、ブラジルへの帰国者が多い

わけではなく、日本に滞在し続ける生徒の方が多いという傾向がある 35。

　ブラジル人学校の質や特徴は玉石混淆であり、例外を除けば、将来の

ため母語を中心とした学力の基礎を作る教育効果が期待できないことが多

い。母語としてのポルトガル語の習得は容易ではなく、また日本語教育の

学習程度は初歩的な水準にとどまっている 36。もちろんブラジル人学校に

在学した子どもは、ブラジルに帰った場合再適応が容易であるという証言

もある 37。しかし日本に滞在し続ける場合には、一部を除けば、多くのブ

ラジル人学校の修了は学歴として評価されず、進学もできないというハン

ディに変わってしまう。まして日本語の水準が低いとなるとできる仕事も

限られてくる 38。

　これらの学校は、不就学や日本の学校に適応できない外国人の子ども達

に教育機会を与える場としてやむを得ず自助的に発生してきた。海外に日

本人学校があるように、短期間の内に本国に帰る予定の子ども、また日本

の学校に適応できない子ども達にとってこのような場があることには一定

の意義が存在する。しかし、日本の中にある学校として日本に住む子ども

を育てるという点で問題も多いことは確かである。このような学校を日本

の教育制度との関係においてどのように位置づけていくのか、冷静な探究

が必要である。
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四、日本の学校教育の課題
　教育は万人の権利であり外国人も含め全ての人に提供されなくてはなら

ない。グローバル化の中で、国家の教育の主権をどう捉えるのか、移民や

先住民など異文化を持つ人々を日本社会の中にどう位置づけ、原則と差違

が共に守られる社会をどう作っていくのか、という問いはますます重大な

ものとなっている。日本においては先に見たように、国際的教育課題は主

として周辺的課題に位置づけられ、また学校制度の中で、外国人が「目に

見えない存在」になってきた。ここでは外国人子女教育にかかわる重要な

問題点を以下に 3つ挙げておきたい。

　外国人の「不可視性」の要因の第一は法的規定である。日本人と同様の

「就学義務」はない、とする政府の見解に基づき、外国人の子どもたちの

不就学は放置されてきた。1979年に「経済的、社会的及び文化的権利に関

する国際規約」を受けて外国人住民の入学希望者には公立の義務教育諸学

校への受け入れが保障されてはいる。しかし、前節で見たように、言葉も

違い情報も不足する外国人保護者に対して「希望する者」にのみ「許可」を与

えて受け入れるというやり方では、全員に就学を保障することはできない。

　戦後の在日朝鮮人への処遇がその先例となってきた。教育は憲法や教育

基本法で「国民の権利義務」とされている。そこでの「国民」は本来英語で

は peopleであるが、日本においては日本人のみを意味すると考えられてき

た。その考え方に基づき、在日朝鮮人は日本の学校教育を受ける権利から

排除されたのであり、民族学校への補助金も差し止められた。在日朝鮮人

は差別を避けるため通称を用いつつ日本人の学校で学ぶか、自分たちの力

だけで学ぶ場所を維持するか、という選択を迫られた。このような経緯か

ら日本の学校の中に外国人がいないことが一般的な状況となっていった。

　外国人の「不可視性」を象徴するかのように、教育基本法の改正論議の

際に「外国人の教育」の問題は全く浮上しなかった。しかし今後は国際法

の規定を遵守し、日本に住む子どもの権利を実現するためにも、法律面で

の「見えない外国人」の問題の解決が望まれる。

　第二に日本の学校においては、国籍の違う子どもや文化の違う子ども
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を受け入れる素地がなかった。上で述べたように、日本の小学校に日本語

を解さない外国人生徒がいることは 1990年代前にはほとんど考えられな

かった。在日外国人といえば在日韓国・朝鮮人であったから、学校内でも

国籍の問題を扱うことは大変デリケートなことであり、一種のタブーとし

て、触れられることがなかった。また、「画一性」「平等主義」「感情移入と

責任」39を特徴とする、「共同体としての学校」40を求める日本の学校文化は、

アイデンティティの構築に苦闘する在日の人々の存在とその心を学ぶよう

な場にはなり難かった。

　ブラジル人児童生徒の適応や日本語学習のために様々な手がさしのべら

れるようになってきた。前述のような経緯をふまえれば、日本の学校でブ

ラジル人の子どもたちのアイデンティティ構築にどのようなかたちで関わ

るべきか、どのような学習機会を提供すべきなのか、教育を行う側の合意

形成と、スローガンだけでない実質的な施策が必要である。そして、一般

の生徒、教師、行政担当者、保護者らマジョリティの側が、多様な存在を

受け入れる場としての学校を作るために、自らもまた意識と行動の改革を

行わなくてはならない。

　第三に外国人学校の問題の扱いがある。在日朝鮮人の子ども達が学ぶ民

族学校は、正規の学校、いわゆる教育基本法の第一条に定められた学校で

はなく、「各種学校」として認可されてきた。そのため朝鮮民族学校での教

育はほとんど日本のそれと変わらないが、長く日本の大学への入学資格と

して認められなかった。中学校や高校など、同段階の日本の学校とは交流

が深くなく、体育大会でさえも近年ようやく参加が可能になった。2003

年には規制緩和の一環として一部の外国人学校にもついに大学受験資格が

与えられるようになった。ブラジル人学校のうち 19校はそこに含まれて

いる 41。

　各種国際法に規定されているように、教育の機会を提供することは日本

の行政の責任でもある。ブラジル人学校は行政の手不足を補う形で生まれ

た学校であることも確かである。しかしながら長い目で見るとき、日本に

ある学校として満たすべき一定の要件があるのではないかとも思われるの
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である。日本国内にある学校を法的にどう位置づけるかという国としての

教育主権の問題という観点、日本社会に生きる子どもを育成するという観

点、質の保証という観点などから総合的に検討し、様々な外国人学校の処

遇を定め、これらの学校の物理的基盤だけでなく、教育課程や教育内容、

教育水準などを検証し適切な公的関与をすることは必要不可欠である。　

　これらの学校はまだ新しく、経営安定が依然として難しく、卒業生に十

分な力をつけさせることができるかどうかも、今後の課題である。日本が

公認するとすれば日本の公私立学校で行う教育課程や教育水準、教育内容

の違いをどう捉えるのか。また本国によっても認可されず「私塾」として

経営されている諸学校をどのように処遇していくのか、そこで学んだ子ど

もをどう日本社会に組み込んでいけるのか、さまざまな問題が残っている。

　最後に、学校を支える側にいる私たち自身の意識の有りようの問題があ

る。井上ひさしは「知っている同士では、こんなに親切にしあう国民もな

いが、知らないとなるとこれほど冷たくしあう国民もない。それが日本人

である 42。」と喝破し、人間同士としての最低限の了解事項が成り立つ場（彼

はこれを「公の場」と呼ぶ）の未成立が背景にあるとする。国籍や肌の色、

言語がどうであろうと、「公の場」が成立する、そんな社会を作るためには、

私たち自身の意識もまた変えていく必要がある。

おわりに

　1985年に最大の債権国となり、円高を経たことは、日本の国際的地位

に変化をおよぼした。「外国人子女教育」はまさにこの時期の問題として日

本が経験しなかった規模で生じており、明治以来の国際的教育課題が新た

な段階を迎えたことを示している。

　これを解決し、子どもたちに質の高い教育を保障していけるならば、そ

れは日本社会の将来に対する大きな投資となるであろう。ただし、そのた

めには学校教育側の措置だけでは十分でなく、社会的な政策、そして受入

側である我々自身の意識や行動の改革が必要である。

　学校教育に関しては、基本的法制の問題、日本の学校における教育体制、



帝京大学外国語外国文学論集　第 14 号

─ 40 ─

外国人学校という取り上げた 3つの側面において、問題点は明らかになっ

ている。しかし、国としての政策方針はいまだ明らかでなく、具体策が策

定されるには至っていない。

　ブラジル人労働者は、日系人という就労自由な立場に基づくトランスナ

ショナルな存在であることから、労働市場の動きに依存する不安定な状態

に置かれていると共に、保護や支援の制度からは排除されてきた。その厳

しく危うい状況がもたらす生活の荒廃が子どもに及び、学業の不振や退学

につながっている面がある。国として外国人住民を含むものとしての日本

社会のビジョンを描いたうえで、労働市場のあり方の検討改善を含め、外

国人住民の生活安定に向けた総合的な政策が必要であろう。　

　外国人の子どもたちの教育は、学校教育の場における改善と、経済的社

会的な政策との双方からのアプローチによって初めて確かに保障される。

我々自身の意識改革はその基礎となる。外国人子女教育の問題解決は、新

たな「国際化」段階における日本社会と国家のあり方を示すものとなるだ

ろう。
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Accepting and Educating Foreigners in Japan:
－ Looking at Brazilians' Case －

Hiromi Ehara 

     Japanese modernization has correlated with transnational immigrants flow to 

and from the country since the Meiji Era. In that flow four historical periods can be 

extracted with its own educational themes.

     Period form 1868 to 1930 is characterized by “Expanding Colonialism.” Japan 

sent numerous immigrant workers to North and South America while few foreigners 

were accepted in the country.  1931 to 1945 was “War-Time Reign”, which 

brought more than 2 million Korean workers to Japan. Education for them was 

paid no attention because of the assimilating thought of the time. 1945 to 1990 was 

“Economic Expansion and Post War-Time Reign”, which saw Japanese Companies 

advance into Asian countries and subsequent rapid economic growth. The number 

of families living in those countries grew rapidly. “Education of Children Overseas” 

attracted much attention while request for improved status for foreigner’s schools 

（mainly for Korean residents in Japan） was put aside until the 1990’s. Such 

improvement was carried out after 1990’s revised Immigrants Control Act, 

which established the Special Resident’s Status for Koreans in Japan and new 

Resident’s Status for Japanese descendents to the Third Generation with freedom 

of getting work. Since then numerous Brazilian nationals with Japanese blood have 

come to live in Japan as guest workers. 

     Brazilians are the biggest “newcomer” foreigners’ group and education for 

their children has brought difficult problems to Japanese public schools. Instable 

life depending on subcontracted labor market affects school life of children. Also 

mono-cultural Japanese school system has limits for accepting pupils with different 

language and culture. Problems like truancy, non-attendance, mal-adaptation to 

school, etc. have arisen.

     Securing them educational opportunity with good quality will bring Japan to the 

new stage of “internationalization”, which will realize new image of “State” that 

embraces different ethnic groups in the society.  




